
  

    知っていてほしい！身近な法律のこと。 
 

   今回のテーマ：交通事故について 
  

もしも交通事故被害に遭われたら、 
 
 
  
        事故直後から警察への対応方法や証拠の確保の助言、 
      相手方保険会社との対応等を致します。   
      交通事故証明書や刑事事件記録を取り寄せ、事実関 
      係の把握や今後取るべき解決策を検討します。 
 
 

 
 
 

         治療のために病院等にしっかり通院しましょう。治療中    
      から症状固定に至るまでの相談助言、病院等の選び方、           
      主治医への自覚症状の伝え方等も助言致します。 
 
 

 

 
 

      病院への同行及び主治医面談を行った上で、後遺障害 
      診断書の作成を主治医にお願いします。        
      カルテや画像データ等の、医療記録を取り寄せます。 
 

 
 

 

                       ＯＲ 
 

 

         被害者請求に必要な書類の取寄、準備等を行います。 
 
 
              
  

                                           後遺障害等級認定後、賠償請求できる損害の計算を  
      行い、迅速かつ円満な解決に努めます。 
 
 
 

 
       言い分を十分に尽くしご依頼者の権利擁護に努めます。 

代表から一言 

 

 

 
 
 
 

いつもお世話になっております。 

弁護士の萩原隆志です。６月１４

日（木）と７月１０日（火）に、法律

セミナーを開催します。取引契

約・交通事故・成年後見の法律

実務を当事務所の弁護士が解

説します。ためになるお話を提

供しますのでぜひご参加ください。 

 

弁護士コラム  第２回 
 

 みなさんこんにちは。弁護士の樋
口翔馬（鹿児島生まれ、２９歳）です。 

 「あの人」の２９歳、３０歳。松本人
志はごっつええ感じ、土方歳三は
池田屋事件、イチローは米シーズ
ン最多安打記録、坂本龍馬は薩長
同盟。 

 そして、「今年の偉人」といえば、
まさに西郷隆盛。「せごどん」が斉
彬公の遺志を継ぐことを決めた年
齢も３０歳だそうです。「薩摩隼人は
３０歳から！」かもしれません。  
ー 子曰三十而立(三十にして立つ) 
 せめて、 私なりの「弁護士」像を
確立せねばと思うこの頃、 日々奮
闘中でございます。皆様、 ご指導

ご鞭撻のほど宜しくお願いいたしま
す。 

 
①警察への連絡、保険会社への連絡 
 

②病院・クリニックでの診察・治療 

③後遺障害の等級認定 

④加害者側保険会社へ損害賠償請求、示談協議 
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⑤加害者側保険会社との示談不成立時の民事訴訟
手続きによる解決 

③症状固定 （治療の終了） 

事前認定 被害者請求 

一貫して
サポート 
します！ 



交通アクセス・所在地周辺地図 

契約駐車場がございます。来所時にご利用ください。 

＜企業のお客様＞   取扱業務内容の一例 

  ①  企業法務   ②  労働法務  ③  債権回収  ④  金融法務      
  ⑤  事業承継・組織再編（M&A）法務     ⑥  訴訟・紛争解決 
  ⑦  会社の破産申立・民事再生申立   ⑧  知的財産権 
  ⑨  独占禁止法・下請法・景品表示法などの独占禁止法分野 
  ⑩  顧問業務   など 

当事務所がお手伝いできることはたくさんあります！ 

弁護士に悩みを解決してほしい、話し合いや契約の手続きを代理でして
ほしい、そんな時は、まずはお問い合わせください。 

交通事故 

成年後見 離婚・男女問題 

刑事事件 

＜個人のお客様＞   取扱業務内容の一例 

婚姻費用 
親権・養育費 
財産分与 
慰謝料請求 等 

後見人選任申立 
成年後見業務 
民事信託 等 

後遺症等級認定 
損害賠償請求  等 

弁護士費用特約がある場合、      
弁護士費用の実質的負担はありません 

刑事弁護 
謝罪・賠償の示談 
犯罪被害者支援  
等 

弁護士森       弁護士萩原        弁護士樋口 
       弁護士山口       弁護士川波  


